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令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 
都 市 環 境 部 品 川 区 清 掃 事 務 所 

 

品川区清掃事務所北品川分室の整備について 
 

１ 概要 

令和６年１０月の児童相談所開設に伴う子供の森公園の整備により、品川

区清掃事務所北品川分室を公園南部分から山手通り沿いに移設する。 

新分室には品川庁舎の一部、荏原分室、中延中継所を統合し、品川庁舎と

合わせて品川区における清掃・資源循環事業の拠点とする体制に再編する。 

再編後は、これまで品川地区と荏原地区に分かれていた収集経路を品川区

全体として見直し、効率的な収集を進めていく。 

 

【位置図】 ①移設元、②移転先、③児童相談所 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公園整備前＞       ＜公園整備後＞ 

２ 計画概要 

 ■所在地 

  品川区北品川３丁目 10 番２号の一部 

 ■建物概要 

  敷地面積： 765.48 ㎡ 

  建築面積： 540.72 ㎡ 

  延床面積：2,155.75 ㎡ 

  階  数：４階建て 

３ スケジュール 

■新分室建設 

令和８年８月頃～令和１０年６月末頃 

■運用開始 

令和１０年秋 

４ 計画説明会 

■対象 近隣住民および地権者 

■時期 令和７年１２月予定 
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